
 

公益社団法人岐阜県森林公社緑の青年就業準備給付金事業事務取扱要領 

 

平成２５年５月１７日制定 

平成２６年５月１２日一部改正 

平成２７年１１月１３日一部改正 

平成２９年４月２４日一部改正 

平成３０年４月１３日一部改正 

平成３１年４月８日一部改正 

令和元年９月１１日一部改正 

 

（目的） 

第１条 この要領は、公益社団法人岐阜県森林公社（以下「公社」という。）が、緑

の青年就業準備給付金事業実施要綱（平成25年5月16日付け25林政経第97号農林

水産省事務次官通知。以下「実施要綱」という。）、緑の青年就業準備給付金

事業実施要領（平成25年5月16日付け25林政経第98号林野庁長官通知。以下「実

施要領」という。）、岐阜県緑の青年就業準備給付金事業事務取扱要領（平成

25年5月16日付け森第178号岐阜県林政部長通知。以下、「取扱要領」とい

う。）に基づき実施する岐阜県緑の青年就業準備給付金事業に関する事務取扱

いについて定めるものとする。 

 

（給付金の給付対象者） 

第２条 実施要領第２の３の（１）に定める給付の対象者は、次の要件を満たすもの

であって、研修計画が適当と認められた者とする。 

２ 林業への就業予定時の年齢が、原則45歳未満であり、国内において林業へ就

業し、将来的にはその中核を担うことについての強い意欲を有していること。 

３ 第５条第１項の研修計画（別紙様式第２号）が次に掲げる基準に適合してい

ること。 

ア 林業への就業に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると岐阜

県が岐阜県緑の青年就業準備給付金事業研修機関等認定要領に基づき認める

研修機関等で、別紙１に掲げる内容等を含む研修を受けること。 

イ 研修期間が概ね１年かつ概ね 1,200 時間以上であり、研修期間を通して林業

への就業に必要な技術や知識を研修すること。また、インターンシップを実施

する場合、森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）に基づく経営管理実施権

の設定を受けている林業経営体での実施に努めること。 

４ 常用雇用（週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。）の雇

用契約を締結していないこと。 

５ 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けてい

ないこと。 

６ 岐阜県暴力団排除条例（平成22年条例第54号。以下「暴排条例」という。）



 

第2条第2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。 

７ 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）または暴

力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

８ 過去に本事業での給付金の給付を受けていないこと（２年間の給付期間内は

除く）。 

 

（給付金額及び給付期間） 

第３条 岐阜県緑の青年就業準備給付金（以下「給付金」という。）の給付額は、１

人あたり年間150万円を上限とし、給付期間は最長２年間とする。また、給付金

の給付は６ヵ月を限度として行ない、研修期間が６ヵ月に満たない場合は月割

とし、月数未満の日数については切り捨てるものとする。 

 

（給付金の給付停止） 

第４条 公益社団法人岐阜県森林公社理事長（以下「理事長」という。）は、次に掲

げる事項のいずれかの場合に該当する場合は、給付金の給付を停止する。 

２ 第２条第２項、第３項、第４項の要件を満たさなくなった場合 

３ 研修を途中で中止した場合。 

４ 研修を途中で休止した場合。 

５ 第１０条第１項の報告（研修状況報告）を行なわなかった場合。 

６ 第２条第５項、第６項、第７項、第８項の規定に反している場合。 

７ 理事長が、第１０条第２項の研修実施状況の確認等により、適切な研修を行

なっていないと判断した場合（例：研修を行なっていない場合、知識の習得等

をする努力をしていない、計画書に記載された研修時間を守れていないな

ど）。 

  

（研修計画の申請）  

第５条 給付金の給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、理事長の

定める日までに研修計画承認申請（別紙様式１号）、研修計画（別紙様式第２

号）に利用目的説明書（別紙様式第３号）、申請者の住民票並びに連帯保証人

については住民票、印鑑証明書及び収入を証明できる書類を添えて提出する。 

２ 住民票および印鑑証明書については、申請日から起算して３ヵ月以内の発行

日のものとする。 

３ 収入を証明できる書類については、直近の源泉徴収票や市町村が交付する所

得証明(額面が記載されたもの)等とする。 

４ 第８条第１項により承認を受けた申請者が研修計画を変更する場合は、理事

長が定める日までに研修計画（変更）（別紙様式第11号）を提出するとともに

研修を変更した後１ヶ月以内に、研修計画変更届（別紙様式第12号）を提出す

る。（研修機関の変更を要しない研修内容の追加や月毎の研修内容の順番の入

れ替え等の軽微な変更は除く。） 



 

 

（連帯保証人） 

第６条 研修計画に添付する誓約書（別紙様式第２号別添２）及び調査同意書（別紙

様式第２号別添２－１、２－２）の提出にあたっては、連帯保証人が自署で記

入し、実印を押印のうえ提出するものとする。 

    連帯保証人は国内在住で暴力団員及び暴力団員の関係者ではなく、独自の生

計を営む成年の者で必ず一名立てなければならない。なお、外国籍の申請者に

おいても国内在住の者を連帯保証人とする。 

２ 連帯保証人は本給付金の相保証人となることができない。 

３ 受給者が連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届（別紙様式第23

号）により、理事長に届け出なければならない。 

４ 連帯保証人は受給者が死亡したときは速やかに死亡届（別紙様式第24号）に

その事実を証明する書類を添え、理事長に提出しなければならない。 

５ 理事長は、必要があると認めるときは、連帯保証人の追加又は交替を求める

ことができるものとする。 

 

（暴力団の排除） 

第７条 理事長は、必要に応じて申請者（申請者が20歳未満の未成年者にあっては法

定代理人を含む）及び第６条に掲げる連帯保証人が暴力団員等の関係者である

かについて、警察に照会することができる。 

２ 第５条の申請があった場合において、申請者が第２条の６及び７の規定に反

することが判明したときは、理事長は補助金の交付決定をしないものとする。 

３ 理事長が第９条の２の規定による給付決定をした後において、給付決定を受

けた者が第２条の６及び７の規定に反することが明らかとなったときは、給付

決定を取り消すものとする。 

４ 前項の場合において、既に給付金が給付されているときは、給付金の返還を

命ずるものとする。 

 

（研修計画の承認） 

第８条 理事長は、第５条に規定する研修計画の提出を受けた時は、その内容を審査

し、第２条第２項、第３項、第４項、第５項、第６項、第７項、第８項に定め

る要件を満たし、給付金を給付して研修の実施を支援する必要があると認めた

場合は、予算の範囲内で研修計画を承認し、審査の結果を研修計画審査結果通

知書（別紙様式第４号）により、申請者に通知する。 

２ 理事長は、書面及び必要に応じて面接を実施し、給付者を決定する。審査に

関しては、別に定めるものとする。 

３ 理事長は、研修計画の変更申請を受けた時は、第１項から第２項までの規定

に準じて承認事務を取り進めるものとする。 

 



 

（給付金の給付） 

第９条 研修計画の承認を受けた申請者は、緑の青年就業準備給付金給付申請書（別

紙様式第５号）を理事長に提出するものとする。給付の申請は給付対象期間より

前に半年分まとめて行うことを基本とする。 

ただし、やむを得ず、給付対象期間より前に給付申請できない場合は、原則と

して、申請できる給付対象期間の最初の日から半年以内に行うものとし、その期

間内に給付申請をしなかった場合は、その期間に係る給付金は給付しないものと

する。 

また、申請の対象となる研修は平成25年４月以降に実施する研修とし、給付申

請の対象期間が半年未満の場合、申請の額は研修期間を月割にして算出するもの

とする。 

２ 理事長は、前項に規定する緑の青年就業準備給付金給付申請書（別紙様式第

５号）の提出を受け、申請の内容が適当であると認められた場合は、緑の青年

就業準備給付金給付決定通知書（別紙様式第６号）をもって通知するととも

に、給付金を給付する。 

３ 給付決定以降の諸手続きについては、申請者（申請者が２０歳以下の未成年

の場合は法定代理人（親権者または後見人）も含む）及び連帯保証人それぞれ

の自署及び押印した申請書の提出を原則とする。電話、ファクシミリ及び電子

メールでの申請は受理しない。 

４ 第３項に関する相談等があった場合は、必ず別紙１に定める確認方法により

本人確認を行ったのちに対応する。なお、本人以外の場合、委任状（別紙様式

第25号）の提出がない場合、内容に不備がある時および代理人の本人確認がで

きない場合については相談に応じないこととする。 

５ その他別紙２に定める以外の事項が生じた場合は、必要な事項について理事長

が別に定めるものとする。 

 

（研修実施状況の確認） 

第１０条 給付金の給付を受けた者（以下「受給者」という。）は、研修状況報告書

（別紙様式第７号）を、半年ごとに、給付対象期間経過後１ヵ月以内に提出す

る。 

２ 理事長は、前項に規定する研修状況報告書の提出を受けた時は、研修機関等

と協力し、研修計画に即して必要な知識の習得等ができているかどうか研修の

実施状況を下記の方法により確認し、必要な場合は研修機関等と連携して適切

な指導を行なう。 

   ア 給付対象者への面談 

(ア) 知識の習得状況 

(イ) 林業への就業に向けた準備状況 

   イ 指導者への面談 

(ア) 知識の習得状況 



 

(イ) 林業への就業に向けた準備状況 

   ウ 書類確認 

(ア) 成績表（教育機関で研修を受ける場合） 

(イ) 出席状況  

３ 理事長は、必要があると認める時は、研修機関等の協力を得て、研修期間中

に研修実施状況の確認を行う。 

（給付の中止、休止） 

第１１条 受給者は、研修を中止する場合は中止届（別紙様式第８号）を提出する。

また、第15条に定めるところにより、給付金の一部又は全部を返還する。 

２ 受給者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は休止届

（別紙様式第９号）を提出する。また、第15条に定めるところにより、給付金

の一部又は全部を返還する。 

３ 前項の休止届を提出した受給者が研修を再開する場合は研修再開届（別紙様

式第10号）を提出する。 

４ 理事長は、第１項に規定する中止届の提出を受けた時、給付金の給付を中止

するとともに、第15条に定めるところにより、給付金の一部又は全部を返還さ

せるものとする。 

５ 理事長は、第２項に規定する休止届の提出を受け、やむを得ないと認められ

る場合は、給付金の給付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合

は給付金の給付を中止するとともに、第15条に定めるところにより、給付金の

一部又は全部を返還させるものとする。 

６ 理事長は、第３項に規定する研修再開届の提出を受け、適切に研修すること

ができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。 

 

（継続研修） 

第１２条 受給者が、給付金の受給終了後、１ヵ月以内に引き続き受給対象となった

研修に準ずる研修を行なう場合は、継続研修計画（別紙様式第14号）を作成し

第５条第１項の手続きに準じて承認申請するとともに、継続研修開始後１ヵ月

以内に継続研修届（別紙様式第15号）を提出する。 

２ 理事長は、第１項に規定する継続研修計画の提出を受けた時は、第８条の規

定に準じて承認する。ただし、「第２条第２項、第３項、第４項、第５項、第

６項、第７項、第８項に定める要件」を「第２条第２項、第３項及びこれらに

準ずる要件」と読み替えるものとする。 

３ 継続研修の期間は２年以内とし、期間中は、第１０条第１項の規定に準じ

て、研修の実施状況の報告を行なわなければならない。 

４ 継続研修計画を変更する場合は、第５条第４項の規定に準ずるものとする。 

 

（就業状況の確認） 

第１３条 受給者は、研修（継続研修を含む。）終了後５年間、毎年７月末及び１月



 

末までにその直前の６ヵ月間の就業状況報告書（別紙様式第13号）を、就業活

動中にあっては就業活動状況報告書（別紙様式第13号の2）を併せて提出する。 

２ 受給者は、全ての研修終了後、就業若しくは就業先を変更した場合、就業後

１ヵ月以内に就業等報告書（別紙様式第17号）を提出する。 

３ 理事長は、第１項に規定する就業状況報告書の提出があった受給者の就業状

況を半年ごとに以下のとおり確認する。 

    ア 書類確認 

      出勤簿、作業日誌等により就業状況を確認する。また、必要に応じて、関

係者で作業現場の確認、面接等を行う。 

４ 受給者は林業分野を離職し、新たに就業した場合も第２項に準じて１か月以

内に就業等報告書(別紙様式第17号)を提出する。なお、就業後第１５条の３の

（４）に定める期間（林業分野への就業を給付期間の1.5倍又は２年間のいずれ

か長い期間に定める期間）を満了した後、離職し、今後も林業分野へ就業する

見込みがない場合は、離職時限りとし、以後の報告は免除する。 

 

（住所変更報告） 

第１４条 受給者及び連帯保証人は、研修（継続研修を含む。）期間内及び就業状況

報告の対象期間内に居住地を転居した場合は、転居後１ヵ月以内に住所変更届

（別紙様式第16号）に住民票を添えて提出する。 

 

（給付金の返還） 

第１５条 次の第２項、第３項に該当する場合は、受給者は、受給した給付金の一部

又は全部を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事

情として理事長が認めた場合（虚偽の申請等を行なった場合は除く。）はこの

限りでない。 

   なお、返還に要する手数料は受給者負担とする。 

２ 一部返還 

(1)既に給付した給付金の対象期間中において、第４条第２項、第３項、第４項

に掲げる要件に該当した場合は、残りの対象期間の月数分（当該要件に該当

した月を含む。）の給付金を月単位で返還する。 

(2)第４条第５項に掲げる要件に該当した場合は、当該報告に係る対象期間の給

付金を返還する。 

３ 全額返還 

(1)第４条第６項、第７項及び第７条第４項に掲げる要件に該当した場合。 

(2)第１１条により提出された中止届又は休止届に記載された理由がやむを得な

いと認められない場合。 

(3)研修（継続研修を含む。）終了後１年以内に原則45歳未満で国内で林業分野

へ就業（林業経営体等で常用雇用の雇用契約を締結して労働すること等をい

う。以下同じ。）しなかった場合。 



 

(4)林業分野への就業を給付期間の1.5倍又は２年間のいずれか長い期間継続し

ない場合。 

(5)第１３条第１項、第２項、第１４条の報告を行なわなかった場合。 

(6)第１２条第３項の規定に反した場合。 

(7)虚偽の申請を行った場合。 

４ 給付金の返還をする受給者は、返還申請書（別紙様式第18号）を提出する。 

５ 理事長は、返還申請書の提出を受けた場合は返還決定通知書（別紙様式第19

号）により、返還申請書の提出がない場合にあっても第２項及び第３項に該当

する場合、返還請求書（別紙様式第20号）により、支払い期日を指定して返還

させるものとする。なお、不正行為が疑われる場合、必要に応じて国税徴収法

第２款、生活保護法第２９条等の例により調査を実施する。その結果不正が明

らかになった場合のみならず、研修及び就業状況等に関して公社からの調査・

質問に対し虚偽の陳述があった場合や正当な理由なしに回答に応じない場合に

あってもその時点で調査終了とし、返還を決定する。 

６ 理事長は受給者及び連帯保証人の偽りその他の不正行為（研修や就業に関す

る虚偽の届け出、なりすましによる各種申請等）により本来受給することので

きない給付金を不正に受給したことが明らかとなった場合、当該受給者に対し

支給した給付金全額の返還命令に加え、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（以下「適正化法」という。）第２９条に規定された措置を講じる

とともに、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表し、国及び県に報告

する。 

７ 理事長は、第５項の返還請求書に記載された返還期日や前項の返還命令にお

ける返還期日までに給付金が返還されなかった場合は、適正化法第１９条第２

項の規定に準じて延滞金の支払いを命ずる。 

 

（返還の免除） 

第１６条 受給者は、前条第１項に掲げる「病気や災害等のやむを得ない事情」に該

当する場合は、返還免除申請書（別紙様式第21号）を提出する。 

２ 理事長は、前項の規定による申請があったときは返還免除するか否かを決定

し、返還免除決定（不承認）通知書（別紙様式第22号）によりそれぞれの旨を

申請者に通知する。 

 

（書類の経由） 

第１７条 申請者（受給者）が理事長に提出する研修計画、研修計画（変更）、研修

状況報告書及び継続研修計画の提出にあたっては、原則として、岐阜県立森林

文化アカデミーを経由するものとする。 

 

（委任） 

第１８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、理事長が別に定め



 

るものとする。 

 

附 則 

 この要領は、平成２５年５月１７日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年５月１２日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年１１月１３日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年４月２４日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３０年４月１３日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成３１年４月８日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和元年９月１１日から施行する。 

 



 

別紙１（第２条の３のア関係） 

 

 林業労働安全 

内容  時間 

基本的な事項 作業を安全に行うための心構

えや自己管理に必要な基礎

力・知識を習得する。 

２１時間 

造林 作業を安全に行うために必要

な知識、技術・技能を習得す

る。 

３５時間 

育林 

伐木 ９２時間 

造材 

  注：研修時間については、おおむね満たすものとする。 

 

 

  



 

別紙２（第９条の５関係） 申請者または代理人から相談等があった場合の確認事項  

 

１ 直接来社する場合  

来社を希望する者から連絡があった場合は、事前に面談日時を決定し、持参を依頼するも

のと合わせて連絡することで来社を許可する。 

 相談者 持参を依頼するもの 

受給者本人 ・公社が送付した受給者番号が分かる書類 

・本人確認ができる書類 

・申請書の作成が必要な場合は本人の印鑑

及び申請に必要な添付書類 

 

代理人（連帯保証人及び家族） 

 

 

 

 

 

 

代理人（連帯保証人及び家族） 

（委任状がない場合） 

・本人の委任状（本人の署名・押印があるも

の） 

・相談者の本人確認ができる書類 

・申請書の作成が必要な場合は相談者及び

本人の印鑑及び申請に必要な添付書類 

 

・受給者本人の死亡により来社できない場

合は、委任状なしで可。 

・死亡を証明する書類（写し可）等 

・申請書の作成が必要な場合は相談者及び

本人の印鑑及び申請に必要な添付書類 

法定代理人（申請者が２０歳未満の未成年者

の場合の親権者） 

・戸籍謄本 

・法定代理人の本人確認ができる書類 

・申請書の作成が必要な場合は相談者及び

本人の印鑑及び申請に必要な添付書類 

  以下連帯保証人及び家族（委任状がない

場合）と同じ 

法定代理人（申請者が２０歳未満の未成年者

の場合の後見人） 

・登記事項証明書または裁判所の審判所の

写し＋確定証明書 

 ※公布日から６か月以内のもの 

・法定代理人の本人確認ができる書類 

・申請書の作成が必要な場合は相談者及び

本人の印鑑及び申請に必要な添付書類 

以下連帯保証人及び家族（委任状がない

場合）と同じ 



 

研修機関及び就業先の職員  

 

・本人が研修機関で研修を受けていること

が証明できる書類（写し可。森林文化アカデ

ミーで研修を受けている場合は除く。） 

・相談者の身分証明及び本人確認ができる

書類 

上記以外 ・相談には応じない。 

 事業実施年度の当初に開催される 

 実施事務説明会に出席いただくこと。 

 

２ 委任状について 

 相談をする家族、委任状様式は別紙様式第25号とするが、やむを得ない場合は、次の事項

を記述したものを提出する。 

・委任状を作成した年月日 

・公社から送付した書類による本人の受給者番号 

・受給者本人の署名・押印（必須） 

・委任する内容（給付金並びに研修、就業状況についての具体的な相談や申請を希望する内

容等） 

・代理人の氏名、住所、本人との関係 

 

３ 本人確認ができる主な書類 

１つの提示で足りるもの ２つ以上の提示が必要となるもの 

（異なる○印の組み合わせによる） 

○運転免許証（運転経歴証明書） 

○住民基本台帳カード（写真付き） 

○旅券（パスポート） 

○外国人登録証明書 

○特別永住者証明書 

○在留カード 

○本人名義の通帳 

○被保険者証（国民健康保険、健康保険、船

員保険、後期高齢者医療保険、介護保険、

共済組合員証） 

○公的年金（企業年金・基金を除く） 

 の年金証書または恩給証書 

○年金手帳 

○印鑑登録証明書 

 （発行後３か月以内のもの） 

○学生証（写真付きのもの） 

○国、地方公共団体または法人が発行した身

分証明書（写真付きのもの） 

 

 

 



 

４ 公社で受け付ける書類 

 

別紙様式第１号   緑の青年就業準備給付金に係る研修計画の承認申請・・・・・・58 

別紙様式第２号   研修計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 

別紙様式第３号   利用目的説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 

別紙様式第５号   緑の青年就業準備給付金給付申請書 ・・・・・・・・・・・・73 

別紙様式第７号   研修状況報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

別紙様式第８号   中止届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79 

別紙様式第９号   休止届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80 

別紙様式第 10号    研修再開届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81 

別紙様式第 11号   研修計画（変更）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82 

別紙様式第 12号   研修計画変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84 

別紙様式第 13号   就業状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 

別紙様式第 14号   継続研修計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87 

別紙様式第 15号   継続研修届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 

別紙様式第 16号   住所変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91 

別紙様式第 17号   就業等報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92 

別紙様式第 18号   返還申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93 

別紙様式第 21号   返還免除申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96 

別紙様式第 23号   連帯保証人変更届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98 

別紙様式第 24号   死亡届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99 

別紙様式第 25号   委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100 

※申請に基づく公社からの通知は後日郵送とする。 

 

５ 電話による相談の場合 

電話の相手方 個人の記録などに関する相談を受ける場合の確認事項 

受給者本人 本人確認 ・受給者番号、氏名、生年月日、住所等 

相談できる内容 ・受取先金融機関等については回答不可 

申請書提出につ

いて 

・受給者番号、氏名、生年月日、住所等を

確認。 

・様式は岐阜県及び公社ホームページに

掲載されているものをダウンロードし

て作成する。電話、ファクシミリ、電子

メールによる送付は認めない。 

代理人（連帯保証人及び家

族） 

本人確認 ・相談者の氏名、生年月日、住所、続柄、

電話番号、本人が直接相談することが

できない理由等 



 

相談できる内容 ・公社から受給者に送付した通知書の内

容に関することに限る。その他の相談

には回答不可。 

申請書提出につ

いて 

・受給者本人の受給者番号、氏名、生年月

日、住所等並びに相談者の氏名、生年月

日、住所、続柄、電話番号を確認。 

・原則として様式は岐阜県及び公社ホー

ムページに掲載されているものをダウ

ンロードして作成する。電話、ファクシ

ミリ、電子メールによる送付は認めな

い。 

法定代理人（申請者が２０歳

未満の未成年者の場合の親

権者及び後見人） 

本人確認 ・法定代理人の氏名、生年月日、住所、続

柄、電話番号、本人が直接相談すること

ができない理由等 

相談できる内容 ・事前に親権者の場合は戸籍謄本（コピ

ー不可。）、後見人の場合は登記事項証

明書 

または裁判所の審判所の写し＋ 

確定証明書（公布日から６か月 

以内のもの。コピー不可。）が提出があ

れば、公社から受給者に送付した通知書

の内容に限り相談に応じることができ

る。 

・受け取り先金融機関等は回答不可。 

申請書提出につ

いて 

・受給者本人の受給者番号、氏名、生年月

日、住所等並びに相談者の氏名、生年月

日、住所、続柄、電話番号を確認。 

・原則として様式は岐阜県ホームページ

に掲載されているものをダウンロード

して作成する。電話、ファクシミリ、電

子メールによる送付は認めない。 

上記以外 相談できる内容 ・相談には応じない。 

 事業実施年度の当初に開催される 

 実施事務説明会に出席いただくこと。 

 

 



 

６ 文書による相談の場合 

文書差出人 相談文書に同封するもの 

受給者本人 

 

・受給者の本人確認ができる書類の写し 

・公社が送付した受給者番号が分かる書類の写し 

代理人（連帯保証人及び家

族） 

 

・受給者本人の委任状（原本で必ず受給者本人の署名・押

印があること） 

・代理人の本人確認ができる書類の写し 

代理人（連帯保証人及び家

族） 

 委任状がない場合 

・受給者本人の死亡の場合は、委任状なしで可。 

・死亡を証明する書類（写し可）等 

・代理人の本人確認ができる書類の写し 

法定代理人（申請者が２０歳

未満の未成年者の場合の親

権者） 

・戸籍謄本（コピー不可） 

・法定代理人の本人確認ができる書類の写し 

法定代理人（申請者が２０歳

未満の未成年者の場合の後

見人） 

・登記事項証明書または裁判所の審判所の写し＋ 

確定証明書（公布日から６か月以内のもの。コピー不可。） 

・法定代理人の本人確認ができる書類の写し 

 

７ その他 

・ファクシミリ、電子メールでの相談には、不正や個人情報を入手する目的で申請者（受給

者）や代理人を装って相談を行う者（なりすまし）、個人情報漏洩等を防止する観点から

応じないこととする。 

 

  



 

参考別記（第１５条第３項（３）関係） 

 

「林業分野へ就業」に関する説明 

 

「林業分野への就業」について 

 

１ 総務省の国勢調査における産業分類で「林業」に分類される事業所と常用雇用の雇用契約を

締結すること。 

２ 同調査における職業分類において林業従事者に分類される者であること。 

３ 生産した用材等を消費する林業関連分野の活性化も欠かせないことから、同調査における

産業分類で「木材・木製品製造業」に分類される事業所と常用雇用の雇用契約を締結すること。 

４ 林業分野であっても公務員（準ずる者を含む。）となった者は「林業分野への就業」に含ま

ない。 

 

《具体的な説明》 

 

１ 産業分類における「林業」とは 

  山林用苗木の育成・植栽、林木の保育・保護、林木からの素材生産、薪及び木炭の製造、樹

脂、樹皮、その他の林産物の採取及び林業に直接関係するサービス業、並びに野生動物の狩猟

など。 

（１）育林業 

   将来直接利用するために保育されている山林で、その山林に対し、林木の造林・ 

保育・保護が主要作業である事業所をいう。 

（２）素材生産業 

   立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売する事業所をいう。 

（３）特用林産生産業 

   森林原野において産出される産物のうち、一般用材を除く林産物を生産する事業所をい

い、直営による薪の切出製造を行う事業所、主として木炭を製造する事業所、特用林産のう

ち、薪及び炭を除く林産物を生産する事業所をいう。ただし、他人に雇われて木炭を製造す

る焼子は事業所としない。 

（４）林業サービス業 

   主として請負によって造林、保育、保護、伐木又は伐木と運材、山林用苗木の育成のため

の事業、炭焼、山番などの林業に付帯するサービスを提供を行う事業所をいう。 

（５）その他の林業 

   他に分類されない林業、狩猟業を営む事業所をいう。 

 

２ 職業分類における「林業従事者」とは 

林木・苗木・種子の育成・伐採・搬出・処分などの仕事及び山林における製炭・製薪の仕事 

に従事する者。 

（１）育林従事者 

   山林苗木の植え付け、地拵え及び林木の健全な育成のための下刈りなどの手入れの仕事

に従事する者をいう。 

（２）伐木・造材・集材従事者 

   伐木・造材（測尺・枝払い・皮はぎ）の仕事に従事する者及び伐採された木材を集める仕

事並びに山元土場まで搬出する仕事に従事する者をいう。 

（３）その他の林業従事者 



 

   上記の分類に含まれない林業・林業類似の仕事に従事する者をいう。 

 

３ 産業分類における「木材・木製品製造業」とは 

主として製材及び単板(べニア)、合板、屋根まさなど木製基盤資材の製造並びにこれらの 

木材又は竹、とう、コルクなどを主要材料としてつくられる製品の製造をいう。 

  ただし、家具、建具の製造、木型、木製の楽器、玩具、運動用具、ほうき、くま手などの製 

造、建設工事現場で建設工事の一部として行う木製品の製造、木材による修繕、改装、個人の 

注文による木製品の製造・小売は含まない。 

（１）製材業、木製品製造業 

   ①一般製材業 

    主として丸太（そま角、大割材などを含む）を原料として製材機械によって板、角材など

の製材を行う事業所をいう。 

   ②単板(ベニヤ)製造業 

    主として単板(ベニヤ)を製造する事業所をいう。 

   ③床板製造業 

    主として床板を製造する事業所をいう。 

   ④木材チップ製造業 

    主として木材チップを製造する事業所をいう。 

 ⑤その他の特殊製造業 

    他に分類されない特殊な製材品又は木製品を製造する事業所をいう。竹及び枝づるな

どの加工基礎素材を製造する事業所も含む。 

（２）造作材・合板・建築用組立材料製造業 

   ①造作材製造業（建具を除く） 

    主としてサッシ(窓、戸の枠)、羽目板、入口、階段などの造作材を製造する事業所をい

う。 

   ②合板製造業 

    主として単板(ベニヤ)をはり合わせた合板を製造する事業所をいう。特殊合板を製造

する事業所も含む。 

   ③集成材製造業 

    主としてひき板又は小角材等の厚さ、幅及び長さの方向に集成接着した一般材を製造

する事業所をいう。 

   ④建築用木製組立材料製造業 

    主として木製組立建築材料を製造する事業所をいう。 

   ⑤パーティクルボード製造業 

    主としてパーティクルボード(削片板)を製造する事業所をいう。 

   ⑥繊維板製造業 

    主として木材その他のものから繊維板を製造する事業所をいう。 

   ⑦銘木製造業 

    主として床柱、磨き丸太など銘板、銘木を製造する事業所をいう。 

（３）木製容器製造業(竹、とうを含む) 

   ①竹、とう、きりゅう等容器製造業 

    主として竹、とう、きりゅう、単板(ベニヤ)などから洗濯かご、衣料かご、バスケット、

果物・野菜かご、卓上かご、その他の類似製品及び輸入用容器を製造する事業所をいう。 

   ②木箱製造業 

    主として経木又は板物を材料として食物、菓子、詰物の折箱を製造する事業所、各種の

木箱(くぎ付け、又は針金巻、あるいは接着剤で接着したもの)を製造する事業所をいう。 



 

   ③たる・おけ製造業 

    主としてたる、おけを製造する事業所をいう。 

（４）その他の木製品製造業（竹、とうを含む） 

   ①木材薬品処理業 

    主として他の事業所で製材されたものをクレオソート、その他の薬品で防腐、耐火、防

虫などの処理を行う事業所をいう。木材の乾燥を行う事業所も含む。 

   ②コルク加工基礎資材・コルク製品製造業 

    主としてコルク加工基礎資材及びコルク製品を製造する事業所をいう。 

   ③他に分類されない木製品製造業(竹、とうを含む) 

    主として材料のいかんを問わず、靴型、靴しん(芯)を製造する事業所、他に分類されな

い木製品の製造及び曲輪、曲木製品、種々の型物を製造する事業所及びとう、きりゅう

などの製品を製造する事業所をいう。 
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